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 富山県公安委員会文書管理規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布す 

る。 

  令和５年２月13日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫  

富山県公安委員会規則第１号 

   富山県公安委員会文書管理規則の一部を改正する規則 

 富山県公安委員会文書管理規則（平成13年富山県公安委員会規則第11号）の一部 

を次のように改正する。 

 第１条中「「委員会」を「「公安委員会」に、「「条例」を「「情報公開条例」 

に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 

 定めるところによる。 

 ⑴ 公文書 

情報公開条例第２条第２項に規定する文書をいう。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年２月13日 

月 曜 日 
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 ⑵ 電子文書 

電磁的記録である公文書をいう。 

 ⑶ 文書管理システム 

   文書等の収受、起案、保存、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステム 

  であって、富山県警察情報管理システム（富山県警察情報管理システムの運用 

  管理に関する訓令（平成24年富山県警察本部訓令第６号）第２条第１号に規定 

  する富山県警察情報管理システムをいう。）に整備されたものをいう。 

 ⑷ 公文書ファイル等 

   公安委員会における能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に 

  資するよう、相互に密接な関連を有する公文書（保存期間を同じくすることが 

  適当であるものに限る。）を一の集合物にまとめたもの（以下「公文書ファイ 

  ル」という。）及び単独で管理している公文書をいう。 

 第18条中「ついては、文書管理責任者が別に定める」を「関し必要な事項は、富 

山県警察本部長が定める文書管理に関する規定を準用する」に改め、同条を第23条 

とし、第17条を第22条とする。 

 第16条中「場合は、」の次に「その管理する」を加え、同条を第21条とする。 

 第15条を次のように改める。 

 （公文書ファイル管理簿） 

第15条 文書管理担当者は、少なくとも毎年度１回、その管理する公文書ファイル 

 等（保存期間１年以上のものに限る。）の現況について、公文書ファイル管理簿 

 （様式第４号）に記載しなければならない。 

２ 公文書ファイル管理簿の記載に当たっては、記載すべき事項が情報公開条例第 

 ７条各号に規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しな 

 いようにしなければならない。 

３ 文書管理担当者は、その管理する公文書の管理状況について、少なくとも毎年 

 度１回、点検を行い、その結果を文書管理責任者に報告しなければならない。 

４ 文書管理担当者は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、廃棄した 

 場合は、当該公文書ファイル等に関する公文書ファイル管理簿の記載を削除する 

 とともに、廃棄日等について文書管理システムに登録しなければならない。 
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 第15条を第20条とする。 

 第14条第１項中「ときは、」の次に「公安」を、「前に」の次に「、その管理す 

る」を加え、同条を第19条とし、第13条を第18条とし、第12条を第17条とする。 

 第11条第４号中「条例」を「情報公開条例」に改め、同条を第16条とする。 

 第10条中「公文書の」を「公安委員会が保有する公文書の」に改め、同条を第15 

条とする。 

 第９条中「公文書については」を「公安委員会が保有する公文書については」に 

改め、同条の表中 
 
「 第３条第１号に規定する公文書 10年 

 

 第３条第２号に規定する公文書 ５年 
 

 第３条第３号に規定する公文書 当該苦情の処理後３年 
 

  
第３条第４号に規定する公文書 
 
 
 

 
当該公文書の内容に応じて、文書管理責 
 
任者が定める期間 
 

 
 

」 

を 
 
「 第４条第１号に規定する公文書 10年 

 

 第４条第２号に規定する公文書 ５年 
 

 第４条第３号に規定する公文書 当該苦情の処理後３年 
 

  
第４条第４号に規定する公文書 
 
 
 

 
当該公文書の内容に応じて、文書管理責 
 
任者が定める期間 
 

 
 

」 

に改め、同条を第14条とする。 

 第８条中「公文書は」を「公安委員会が保有する公文書は」に改め、同条を第13 

条とする。 

 第７条第１項中「委員会」を「公安委員会」に改め、同条を第12条とする。 

 第６条第１項中「公文書については」を「公安委員会が保有する公文書について 

は」に、「三段階」を「３段階」に、「様式第１号」を「様式第３号」に改め、同 

条第３項中「公文書分類表」を「公文書分類基準表」に改め、同条を第11条とする。 

 第５条第１項中「委員会」を「公安委員会」に改め、同条を第10条とする。 

 第４条第１項中「委員会」を「公安委員会」に、「補佐室長」を「総務課に附置 
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する公安委員会補佐室の室長」に改め、同条第２項中「文書管理責任者は、」の次 

に「公安委員会が保有する」を加え、同条を第９条とし、同条の前に次の４条を加 

える。 

 （例式） 

第５条 公文書の例式は、別表のとおりとする。 

 （起案文書の作成） 

第６条 起案文書の作成は、原則として文書管理システムにより行うものとする。 

 ただし、文書管理システムが使用できない場合その他文書管理システムにより難 

 い場合は、この限りでない。 

２ 文書管理システムにより作成した起案文書の決裁は、原則として文書管理シス 

 テムにより行うものとする。 

 （令達の方法） 

第７条 規則及び規程で公表を要するものは、富山県公告式条例（昭和25年富山県 

 条例第30号）の定めるところにより公示し、告示及び公告の公示は、富山県警察 

 本部前の公安委員会の掲示板に掲示するほか、必要と認めるものは、富山県報発 

 行規則（昭和28年富山県規則第44号）の定めるところにより県報に登載して行う。 

 （施行手続） 

第８条 施行文書（原議（決裁を受けた起案文書をいう。以下同じ。）の内容を発 

 信文書の形式に作成したものをいう。以下同じ。）及び電子文書（紙文書を作成 

 するための一時的な電磁的記録を除く。以下同じ。）を作成するときは、次の各 

 号に掲げるところにより処理しなければならない。 

 ⑴ 第３条第１項第１号から第５号に定める公文書には、公安委員会名を冠し、 

  富山県警察本部警務部総務課（以下「総務課」という。）に公安委員会令達件 

  名簿（様式第１号）を備え付けて所定事項を記載し、その種別に応じ令達番号 

  を付し、原議及び施行文書に記載する。 

 ⑵ 第３条第１項第６号に定める公文書は、総務課に文書件名簿（様式第２号） 

  を備え付けて所定事項を記載し、原議及び施行文書に文書番号を記載する。 

 ⑶ 公安委員会令達件名簿及び文書件名簿の番号はそれぞれ一連の番号とし、暦 

  年ごとに更新する。 
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 ⑷ 日常的に作成される公文書であって、その内容が軽易又は定型的であるもの 

  については、第２号の規定にかかわらず、文書件名簿への登録を省略すること 

  ができる。 

２ 規則及び規程の原議は、電子文書を除き、施行後速やかに富山県警察本部警務 

 部警察相談課に提出するものとする。 

第３条の見出し並びに同条各号列記以外の部分、第１号及び第４号中「委員会」 

を「公安委員会」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項各号に掲げる公文書以外の公安委員会に係るものは、富山県警察本部長が 

 管理するものとする。 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （公文書の種類） 

第３条 公文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 規則 

   公安委員会が、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に 

  基づいて制定するもの 

 ⑵ 規程 

   規則を除き、公安委員会がその権限に属する事務に関し、制定するもの 

 ⑶ 告示 

   公安委員会が、その権限に属する事務に関し、法令、条例又は規則に基づい 

  て、管内の全部又は一部に公示するもの 

⑷ 公告 

   告示を除き、公安委員会が、その事務に関し、管内の全部又は一部に公示す 

  るもの 

⑸ 指令 

   公安委員会が、その権限に属する事務に関し、公私の団体又は特定の個人に 

  対して申請その他の事由に基づき、指示、命令するもの 

⑹ 一般文書 

  報告文書、連絡文書、資料その他の文書で、前各号に掲げる以外のもの 

附則の次に次の別表を加える。 
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別表（第５条関係） 公文書例式 

１ 規則 

 ⑴ 制定の場合 

  ア 条を置く場合                            
 

×（何々の規定に基づき）何々に関する規則を公布する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規則第○号 

×××何々に関する規則 

×（何々） 

第１条×何々○○○○○ 

×（何々） 

第２条×何々○○○○○ 

２×何々○○○○○ 

×××附×則 

×この規則は、年号○年○月○日（公布の日）から施行（し、年号○年○月○日か 

ら適用）する。 

  イ 条を置かない場合 
 

×（何々の規定に基づき）何々に関する規則を公布する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規則第○号 

×××何々に関する規則 

×何々○○○○○ 

×××附×則 

×何々○○○○○ 

 ⑵ 全部改正の場合 
 

×（何々の規定に基づき）何々に関する規則を公布する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 
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富山県公安委員会規則第○号 

×××何々に関する規則 

×何々に関する規則（年号○年富山県公安委員会規則第○号）の全部を改正する。 

×（何々） 

第１条×何々○○○○○ 

×（何々） 

第２条×何々○○○○○ 

×××附×則 

×何々○○○○○ 

 ⑶ 一部改正の場合 
 

×（何々の規定に基づき）何々に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規則第○号 

×××何々に関する規則の一部を改正する規則 

×何々に関する規則（年号○年富山県公安委員会規則第○号）の一部を次のように

改正する。 

×第何条を次のように改める。 

×（何々） 

第何条×何々○○○○○ 

×第何条（または何々）の次に次の何条（何々）を加える。 

×（何々） 

第何条の２×何々○○○○○ 

×第何条を削り、第何条を第何条とし、第何条から第何条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

×第何条（何々）中「何々」を「何々」に改める。 

×××附×則 

×何々○○○○○ 
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 ⑷ 廃止の場合 
 

×（何々の廃止（または施行）に伴い）何々に関する規則を廃止する規則を公布す

る。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規則第○号 

×××何々に関する規則を廃止する規則 

×何々に関する規則（年号○年富山県公安委員会規則第○号）は、廃止する。 

×××附×則 

×この規則は、年号○年○月○日から施行する。 

２ 規程 

 ⑴ 一部改正の場合 
 

×何々に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規程第○号 

×××何々に関する規程の一部を改正する規程 

×何々に関する規程（年号○年富山県公安委員会規程第○号）の一部を次のように

改正する。 

×第何条中「何々」を「何々」に改める。 

×第何条を次のように改める。 

×（何々） 

第何条×何々○○○○○ 

×第何条を削り、第何条を第何条とし、第何条から第何条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

（本文改正の要領は、規則の改正の例に同じ。） 

×××附×則 

×何々○○○○○ 
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 ⑵ 廃止の場合 
 

×（何々の廃止（または施行）に伴い）何々に関する規程を廃止する規程を公布す

る。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

富山県公安委員会規程第○号 

×××何々の規程を廃止する規程 

×何々に関する規程（年号○年富山県公安委員会規程第○号）は、廃止する。 

×××附×則 

×この規程は、年号○年○月○日から施行する。 

３ 告示 

 ⑴ 制定の場合 

  ア 条を置く場合 
 

富山県公安委員会告示第○号 

×（何々の規定に基づき、）何々に関する要綱（要領）を次のように定める。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

×××何々に関する要綱 

×（何々） 

第１条×何々○○○○○ 

２×何々○○○○○ 

×（何々） 

第２条×何々○○○○○ 

（本文の要領は、規則及び規程の制定の例に同じ。） 

×××附×則 

×この告示は、年号○年○月○日から施行する。 

  イ 条を置かない場合 
 

富山県公安委員会告示第○号 

×××何々について 

×何々を次のように定める。（めた。）指定する。（した。）改正する。（し、年 
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号○年○月○日から施行する。）（適用する。） 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

１×何々○○○○○ 

 ⑵ 全部改正の場合 
 

富山県公安委員会告示第○号 

×（何々の規定に基づき）何々に関する要綱（要領）を次のように定める。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

×××何々に関する要綱 

×何々に関する要綱（年号○年富山県公安委員会告示第○号）の全部を改正する。 

×（何々） 

第１条×何々○○○○○ 

（本文の要領は、制定の場合に同じ。） 

×××附×則 

×何々○○○○○ 

 ⑶ 一部改正の場合 
 

富山県公安委員会告示第○号 

×（何々の規定に基づき、）何々に関する要綱（年号○年富山県公安委員会告示第

○号）の一部を次のように改正する。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

×××何々に関する要綱の一部改正について 

×第何条中「何々」を「何々」に改める。 

×第何条中「何々」を削る。 

（本文改正の要領は、規則及び規程の改正の例に同じ。） 

 ⑷ 廃止の場合 
 

富山県公安委員会告示第○号 

×××何々の廃止について 
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×何々（年号○年富山県公安委員会告示第○号）は、（年号○年○月○日限り）廃 

止する（した。）。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

４ 公告 
 

何々○○○○○ 

×何々○○○○○は、次のとおりである。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

１×何々○○○○○ 

５ 指令 
 

富山県公安委員会指令第○号 

                       住所×○○○○○○○○○○× 

                       氏名（団体名）×○○○○○× 

×××何々○○○○○について 

×年号○年○月○日付け第○号で申請（願い出）（伺い出）のあった何々○○○は､ 

（次の条件を付して）許可（認可）（承認）します（できません。）。 

××年号○年○月○日 

                   富山県公安委員会委員長×○○×○○× 

×何々○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12  令和５年２月 13日    富 山 県 報          第 5044号   

 

様式第２号を削る。 

 様式第１号中「第６条」を「第11条」に改め、同様式を様式第３号とし、同様式 

の次に次の１様式を加える。 

  



   
様
式
第
４
号
（
第
2
0
条
関
係
）

 

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿

 

作
成
・
取
得
 

年
度
 

分
類
 

文
書
フ
ァ
イ
ル
名
 
作
成
・
取
得
者
 

起
算
日
 

保
存
 

期
間
 

保
存
期
間
 

満
了
日
 

媒
体
の
 

種
別
 

保
存
場
所
 
管
理
所
属
 

管
理
者
 

保
存
期
間

満
了
時
の

措
置
 

備
考
 

大
分
類
 

中
分
類
 

小
分
類
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 様式第３号の前に次の２様式を加える。 
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様式第１号（第８条関係） 

公 安 委 員 会 令 達 件 名 簿 
 

令 達 

番 号 

令 達 

月 日 

施 行 

(適用) 

月 日 

件       名 
主管課 

室校名 
取扱者 備 考 
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様式第２号（第８条関係） 

文 書 件 名 簿 
 

収発月日 
区 

別 
件       名 

相手方 
担当係 

文書番号 
委員会・ 
委員長の別 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 収  
 

 
第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 

／ 
収  

 
 

第 号 発 委員会・委員長 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （富山県道路交通法施行細則の一部改正） 

２ 富山県道路交通法施行細則（昭和47年富山県公安委員会規則第２号）の一部を 

 次のように改正する。 

  第49条第５項中「富山県公安委員会文書規程（昭和36年富山県公安委員会規程 

 第１号）」を「富山県公安委員会文書管理規則（平成13年富山県公安委員会規則 

 第11号）」に改める。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県公安委員会文書規程を廃止する規程を次のように定め、公布する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫  

富山県公安委員会規程第１号 

   富山県公安委員会文書規程を廃止する規程 

 富山県公安委員会文書規程（昭和36年富山県公安委員会規程第１号）は、廃止す 

る。 

   附 則 

 この規程は、令和５年２月13日から施行する。 

 

 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程を次のように 

定め、公布する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫  

富山県公安委員会規程第２号 

   富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程 
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 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程（昭和61年富山県公安委員会規程第 

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中                                  
 

個人情報の保 

護に関する法 

律（平成15年 

法律第57号） 

 第 165条の規定により個人情報保護委員会から 

権限が委任された事務のうち、第 147条第１項の規 

定により事業所管大臣に委任された権限に属する 

事務 

を                                     
 

個人情報の保 

護に関する法 

律（平成15年 

法律第57号） 

１ 第77条の規定による開示請求の手続 

２ 第82条の規定による開示請求に対する開示決定 

 等の通知 

３ 第85条の規定による事案の移送 

４ 第86条の規定による第三者に対する意見書提出 

 の機会の付与等 

５ 第87条の規定による開示の実施 

６ 第91条の規定による訂正請求の手続 

７ 第93条の規定による訂正請求に対する訂正決定 

 等の通知 

８ 第94条の規定による訂正決定等の期限の延長 

９ 第95条の規定による訂正決定等の期限の特例 

10 第96条の規定による事案の移送 

11 第97条の規定による保有個人情報の提供先への 

 通知 

12 第99条の規定による利用停止請求の手続 

13 第 101条の規定による利用停止請求に対する利 

 用停止決定等の通知 

14 第 102条の規定による利用停止決定等の期限の 

 延長 

15 第 103条の規定による利用停止決定等の期限の 

 特例 

16 第 105条の規定による富山県個人情報保護審議 

 会への諮問 

17 第 105条の規定による諮問をした旨の通知 

 
 

「 

」 

「 
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18 第 107条の規定による第三者からの審査請求を 

 棄却する場合等における手続等 

19 第 127条の規定による開示請求等をしようとす 

 る者に対する情報の提供等 

20 第 170条の規定により個人情報保護委員会から 

 権限が委任された事務のうち、第 150条第１項の 

 規定により事業所管大臣に委任された権限に属す 

 る事務 

に改める。 

 別表中 
 

富山県個人情 

報保護条例 

（平成15年富 

山県条例第１ 

号） 

１ 第14条の規定による開示請求の手続 

２ 第19条の規定による開示請求に対する開示決定 

 等の通知 

３ 第20条の規定による開示決定等の延長 

４ 第21条の規定による開示決定等の期限の特例 

５ 第22条の規定による事案の移送 

６ 第23条の規定による第三者に対する意見書提出 

 の機会の付与等 

７ 第24条の規定による開示の実施 

８ 第25条の規定による簡易開示の実施 

９ 第28条の規定による訂正請求の手続 

10 第30条の規定による訂正請求に対する訂正決定 

 等の通知 

11 第31条の規定による訂正決定等の延長 

12 第32条の規定による訂正決定等の期限の特例 

13 第33条の規定による事案の移送 

14 第34条の規定による保有個人情報の提供先への 

 通知 

15 第36条の規定による利用停止請求の手続 

16 第38条の規定による利用停止請求に対する利用 

 停止決定等の通知 

17 第39条の規定による利用停止決定等の延長 

18 第40条の規定による利用停止決定等の期限の特 

 例 

  

」 

「 
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 19 第41条の規定による富山県個人情報保護審議会 

 への諮問 

20 第42条の規定による諮問をした旨の通知 

21 第43条の規定による第三者からの不服申立てを 

 棄却する場合等における手続 

22 第57条の規定による開示請求しようとする者に 

 対する情報の提供等 

を 
 

富山県個人情

報の保護に関

する法律施行

条例（令和４

年富山県条例

第47号） 

１ 第６条の規定による開示決定等の期限の延長 

２ 第７条の規定による開示決定等の期限の特例 

に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

都市計画の図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第20条第１項の規定により富山市から次の 

都市計画の図書の写しの送付があったので、同条第２項の規定により富山県土木部 

都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 都市計画の種類及び名称 

 （種類） 富山高岡広域都市計画地区計画 

 （名称） 新富山口駅東地区 地区計画 

      呉羽駅北西地区 地区計画 

 

」 

」 

「 
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都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により富山市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 都市計画の種類 

 （種類） 富山高岡広域都市計画高度地区 

 

 

都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により富山市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 都市計画の種類 

 （種類） 富山高岡広域都市計画特別用途地区 

 

 

都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により富山市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年２月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  



  22  令和５年２月 13日    富 山 県 報         第 5044号   

 

 都市計画の種類 

 （種類） 富山高岡広域都市計画用途地域 
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